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○尼崎市総合計画審議会条例 
昭和52年10月6日 

条例第42号 

 改正 平成21年5月21日条例第

19号

平成30年6月22日条例第

33号

(この条例の趣旨) 

第１条 この条例は、尼崎市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び

運営について必要な事項を定めるものとする。 

(平21条例19・一部改正、平30条例33・全改) 

(設置) 

第２条 次の各号に掲げる事項を調査審議させるため、市長の付属機関として、審議会を

置く。 

(1) 市の総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に関する事項 

(2) 総合計画の推進に関する事項 

(3) 前 2号に掲げるもののほか、総合計画に関する重要な事項で市長が必要と認めるもの 

(平30条例33・追加) 

(組織) 

第３条 審議会は、委員35人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験者、市議会議員その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱

し、又は任命する。 

３ 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に特

別委員を置くことができる。 

４ 特別委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が会長の意見を

聴いて委嘱する。 

５ 特別委員は、第3項の特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるもの

とする。 

(平21条例19・一部改正、平30条例33・旧第2条繰下・一部改正) 

(任期) 

第４条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。 

２ 委員の辞任等により後任の委員を委嘱し、又は任命する場合における当該後任の委員

の任期は、前任の委員の残任期間とする。 

(平30条例33・追加) 

(会長) 

第５条 審議会に、会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がそ

の職務を代理する。 

(平30条例33・旧第3条繰下・一部改正) 

(招集) 

第６条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

(平30条例33・旧第4条繰下) 

(会議) 

第７条 審議会は、委員(特別委員を含む。以下同じ。)の過半数が出席しなければ、会議

を開くことができない。 

２ 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

(平30条例33・旧第5条繰下・一部改正) 

(部会) 

第８条 審議会は、必要に応じ、その所掌事項を分掌させるため、部会を置くことができ
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る。 

２ 部会は、会長が指名する委員で組織する。 

３ 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、部会に臨時

委員を置くことができる。 

４ 部会に部会長を置き、部会長は、その部会に属する委員のうちから会長が指名する。 

５ 第3条第4項及び第5項の規定は臨時委員について、第5条第2項及び第3項並びに前2条の

規定は部会について、それぞれ準用する。この場合において、第3条第4項中「会長」と

あるのは「会長及び部会長」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「第8条第3項」と、

第5条第3項中「あらかじめ」とあるのは「あらかじめその部会に属する委員のうちから」

と、前条第1項中「委員(特別委員」とあるのは「部会に属する委員(特別委員及び臨時委

員」と、同条第2項中「委員」とあるのは「部会に属する委員」と読み替えるものとする。 

(平21条例19・追加、平30条例33・旧第6条繰下・一部改正) 

(意見の聴取等) 

第９条 審議会及び部会は、必要があると認めるときは、委員(臨時委員を含む。)以外の

者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることが

できる。 

(平21条例19・旧第6条繰下・一部改正、平30条例33・旧第7条繰下・一部改正) 

(委任) 

第１０条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審

議会に諮って定める。 

(平21条例19・旧第7条繰下・一部改正、平30条例33・旧第8条繰下) 

付 則 

(施行期日) 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

(昭和53年1月20日規則2号で、昭和53年 1月21日から施行) 

(招集の特例) 

２ 最初に招集される審議会は、第6条の規定にかかわらず、市長が招集する。 

(平30条例33・一部改正) 

付 則(平成21年5月21日条例第19号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則(平成30年6月22日条例第33号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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尼崎市総合計画審議会委員　名簿　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　※敬称略、五十音順

1 青田　良介 あおた　りょうすけ 兵庫県立大学大学院　減災復興政策研究科　教授

2 稲垣　由子 いながき　ゆうこ 甲南女子大学　名誉教授

3 梅谷　進康 うめたに　のぶやす 桃山学院大学　社会学部　社会福祉学科　准教授

4 加藤　恵正 かとう　よしまさ 兵庫県立大学大学院　減災復興政策研究科　教授

5 川中　大輔 かわなか　だいすけ
龍谷大学　社会学部　講師・放送大学　客員准教授
シチズンシップ共育企画　代表

6 瀧川　光治 たきがわ　こうじ 大阪総合保育大学　児童保育学部　教授

7 武本　夕香子 たけもと　ゆかこ 弁護士（兵庫県弁護士会）

8 花田　眞理子 はなだ　まりこ 大阪産業大学大学院　人間環境学研究科　教授

9 久　隆浩 ひさ　たかひろ 近畿大学　総合社会学部　教授

10 堀田　博史 ほった　ひろし 園田学園女子大学　人間教育学部　教授

11 室﨑　千重 むろさき　ちえ 奈良女子大学　生活環境学研究科　准教授

12 八木　絵香 やぎ　えこう 大阪大学　コミュニケーションデザイン・センター　教授

13 川島　明子 かわしま　あきこ 園田学園女子大学　学長

14 小坂　圭一 こさか　けいいち 尼崎商工会議所　副会頭

15 小森　準平 こもり　じゅんぺい 株式会社神戸新聞社　経営企画局　経営企画部長

16 堂園　隆司 どうぞの　たかし 尼崎労働者福祉協議会　代表

17 松原　一郎 まつはら　いちろう 尼崎市社会福祉協議会　理事長

18 村田　和也 むらた　かずや 尼崎信用金庫　執行役員　総合企画部長

19 安田　雄策 やすだ　ゆうさく 尼崎市議会議員（公明党）

20 丸岡　鉄也 まるおか　てつや 尼崎市議会議員（あまがさき志誠の会）

21 楠村　信二 くすむら　しんじ 尼崎市議会議員（維新の会）

22 徳田　稔 とくだ　みのる 尼崎市議会議員（日本共産党議員団）

23 山﨑　憲一 やまさき　けんいち 尼崎市議会議員（緑のかけはし）

24 綿瀬　和人 わたせ　かずと 尼崎市議会議員（市民グリーンクラブ）

25 勇　正一郎 いさみ　しょういちろう 公募市民委員

26 中西　志津子 なかにし　しづこ 公募市民委員

27 仁保　麻衣 にほ　まい 公募市民委員

28 畠中　辰彦 はたなか　たつひこ 公募市民委員

29 原田　明 はらだ　あきら 公募市民委員

30 古川　剛 ふるかわ　つよし 公募市民委員

※下線が入った委員は、今任期から

市
民

市
議
会
議
員

有
識
者

種
別

No.

学
識
経
験
者

委員名 役職・職業等
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尼都政第２８４０号  

令和２年１０月６日  

諮 問 書 

 

 

尼崎市総合計画審議会 会長 様 

     

尼 崎 市 長 

稲 村 和 美 

 

第６次尼崎市総合計画の策定について（諮問） 

 

 貴審議会よりいただいた答申に基づき、市議会の議決を経て策定いたしま

した第５次尼崎市総合計画が令和４年度末をもって１０か年の計画期間の終

了を迎えます。 

 この間、我が国においては人口減少、少子・高齢化が加速度的に進行し、

人口減少社会における課題が顕在化しつつあり、本市についても同様の状況

が見られ、さらには今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、社会の

仕組みそのものが変化しつつあります。こういった将来を見通すことが困難

な状況のなか、市民、事業者と目指すべき尼崎市の将来像を共有し、その実

現に向けてともにまちづくりを進めていくための指針となる総合計画の重要

性を改めて認識しているところです。 

 令和５年度からとなる次期総合計画の策定にあたりましては、令和２年８

月に本市が作成いたしました「次期総合計画策定に向けた第５次尼崎市総合

計画の点検」及びその点検結果に対する貴審議会意見を踏まえ、市民、事業

者とともにまちづくりを進めるためのビジョンとしての総合計画のあり方や、

市民、事業者の価値観等が多様化するなかにあっても、誰もが共感・共有で

き、かつ尼崎らしさを組み込んだまちの将来像、そして、まちの将来像の実

現のための施策体系や施策の展開方向、次期計画における主要取組項目など

について、具体化を図る必要があります。 

以上のことから、次の事項について広範な意見をもとにご審議いただきた

く貴審議会に諮問いたします。 

 

 ○ 第６次尼崎市総合計画（まちづくり構想・まちづくり基本計画）の策

定について 

 以 上   
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